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西
暦
年
号

出
来
事

論
文
等

著
者
等

備
考

社
会
の
出
来
事

16
62

寛
文

2

・
ロ

ン
ド

ン
東

イ
ン

ド
会

社
（

株
式

会
社

へ
の

転
換

）
・

�東
イ

ン
ド

会
社

は
、会

計
担

当
役

、監
査

担
当

役
、

理
事

会
監

査
役

を
設

置
→

近
代

的
な

内
部

監
査

機
能

と
し

て
は

、
こ

れ
を

嚆
矢

と
す

る
こ

と
が

妥
当

。（
杉

田
武

志
論

文
参

照
）

・
徳

川
家

綱
（

4代
将

軍
）

・
三

井
高

利
40

才

16
73

延
宝

元
・

三
井

高
利

52
歳

で
越

後
屋

呉
服

店
を

開
く

16
95

元
禄

８
「（

三
井

家
）

家
内

式
法

帳
」

・
監

査
的

規
定

の
萌

芽
的

生
成

が
見

ら
れ

る

17
10

宝
永

７
・

�三
井

高
利

長
男

高
平

が
事

業
統

括
機

関「
大

元
方

」
を

設
置

17
22

享
保

７
「（

三
井

家
）

宗
竺

遺
書

」
三

井
高

平
（

高
利

長
男

）
・

�19
00

年
（

明
33

）
の

三
井

家
家

訓
ま

で
実

質
的

家
法

と
し

て
遵

守

18
69

明
２

・
静

岡
藩

｢商
法

会
所

｣
発

足
・

大
蔵

省
創

設
・

�｢オ
ー

ナ
ー

経
営

者
統

制
｣

の
原

型
（

日
本

内
部

監
査

の
史

的
展

開
）

出
資

者
（

オ
ー

ナ
ー

）
た

る
士

族
（

徳
川

家
）

は
経

営
に

不
慣

れ
の

た
め

、
頭

取
（

渋
沢

栄
一

）
に

委
託

。
オ

ー
ナ

ー
は

そ
れ

を
｢監

督
｣（

監
督

）

18
71

明
４

｢官
版

　
会

社
弁

｣
｢立

会
略

則
｣

福
地

源
一

郎
訳

・
�明

治
政

府
が

欧
米

の
経

済
書

中
の

会
社

編
等

の
要

項
を

福
地

源
一

郎
に

抽
出

翻
訳

さ
せ

た
も

の
。

我
が

国
に

お
け

る
会

社
制

度
の

知
識

の
嚆

矢
と

な
っ

た
書

物
と

し
て

有
名

・
�｢立

会
略

則
｣

は
、

そ
の

補
完

解
説

書
。

監
査

機
能

で
あ

る
｢勘

定
方

監
察

｣
の

設
置

や
、

職
務

分
離

が
指

示
さ

れ
て

い
る

。
会

計
課

と
も

独
立

し
た

内
部

監
査

は
ア

メ
リ

カ
よ

り
早

い
（「

日
本

内
部

監
査

の
史

的
展

開
」）

・
廃

藩
置

県

18
72

明
５

・
｢国

立
銀

行
条

例
｣

布
告

18
73

明
６

・
第

一
国

立
銀

行
創

業
・

三
井

家
が

京
都

か
ら

東
京

へ
本

店
移

転

18
74

明
７

・
�三

井
家「

検
事

」（
常

置
の

監
査

担
当

役
員

）
設

置

18
75

明
８

・
三

菱
に

「
監

督
課

」
設

置
�

・
国

立
銀

行
に

対
す

る
大

蔵
検

査
開

始
「

三
菱

汽
船

会
社

規
則

」
監

督
課

事
務

長
は

管
事

以
下

諸
役

員
の

監
督

を
行

う

（
高

橋
千

明
論

文
参

照
）

18
76

明
９

・
｢国

立
銀

行
条

例
｣

改
正

・
三

井
銀

行
開

業
・

｢国
立

銀
行

検
査

順
序

｣
公

布

・
�（
三

井
銀

行
）

同
行

は
、

大
蔵

省
に

許
可

さ
れ

た
最

初
の

私
立

銀
行

・（
｢国

立
銀

行
検

査
順

序
｣）

　
�地

方
官

庁
に

お
け

る
銀

行
検

査
が

初
め

て
実

施
さ

れ
る

・
廃

刀
令

18
77

明
10

・
三

菱
汽

船
監

督
課

を
庶

務
課

に
変

更
　

・
西

南
の

役

付
属
資
料
（
年
譜
）　
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西
暦
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著
者
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備
考

社
会
の
出
来
事

18
78

明
11

・
�三

井
家

明
治

9年
設

置
「

改
役

」
が

監
査

機
関

と
し

て
継

続
18

80
明

13
・

三
菱

汽
船

「
調

役
」

設
置

18
82

明
15

・
�日

本
銀

行
設

立
。

国
立

銀
行

は
普

通
銀

行
に

移
行

18
86

明
19

「（
三

井
家

）
三

井
家

定
則

（
草

案
）」

18
88

明
21

・
�米

鉄
道

会
社

（
T
he

�N
ew

�Y
or

k�
&
�

W
es

te
rn

�R
ai
lw

ay
）

に
外

部
監

査
の

導
入

・
�鉄

道
会

社
（

T
he

�N
ew

�Y
or

k�
&
�W

es
te

rn
�

R
ai
lw

ay
）

→
経

営
活

動
が

地
理

的
に

拡
大

。
イ

ギ
リ

ス
流

の
監

査
役

だ
け

で
は

限
界

が
あ

り
、

会
計

帳
簿

の
正

確
性

検
証

に
特

化
し

た
�

｢職
業

会
計

士
（

P
ub

lic
�A

cc
ou

nt
an

t）
に

よ
る

監
査

を
実

施

18
90

明
23

・
旧

商
法

（
明

治
商

法
）

公
布

・
銀

行
条

例
交

付
（

施
行

は
3年

後
）

・
住

友
に

「
監

査
規

則
」

出
来

る
・

�（
住

友
「

監
査

規
則

」）
監

査
員

・
監

査
補

助
員

が
制

度
化

（
高

橋
千

明
氏

論
文

参
照

）

・
第

1回
衆

議
院

選
挙

・
帝

国
ホ

テ
ル

開
業

　

18
91

明
24

・
陸

軍
経

理
局

　
誕

生
・

�国
立

銀
行

改
正

検
査

順
序

公
布

（
明

9年
版

を
詳

細
化

）

18
93

明
26

・
�旧

商
法

部
分

施
行

（
会

社
法

等
→

監
査

役
制

度
の

開
始

）　
・

銀
行

条
例

施
行

・
貯

蓄
銀

行
条

例
施

行
18

94
明

27
・

日
清

戦
争

（
～

18
94

）
18

98
明

31
旧

商
法

全
面

施
行

18
99

明
32

・
住

友
銀

行
本

店
に

調
査

課
監

査
係

設
置

・
現

行
商

法
施

行
・

住
友

に
「

監
査

課
」

設
置

・
�明

治
26

年
合

資
会

社
と

な
っ

た
三

菱
社

に
「

検
査

部
」

設
置

19
00

明
33

「
三

井
家

家
訓

」
19

04
明

37
・

日
露

戦
争

（
～

19
05

）

19
05

明
38

・
住

友
銀

行
本

店
に

検
査

部
設

置
「

最
新

事
務

法
」

西
村

正
雄

・
�「
監

査
」

の
章

あ
り

。「
管

理
者

の
設

く
る

監
査

機
関

」
に

つ
き

「
近

来
二

三
の

大
会

社
に

於
て

、
…

頗
る

好
結

果
を

収
め

居
る

も
の

あ
り

」
と

紹
介

。
著

者
は

監
査

役
の

補
助

機
関

と
し

て
監

査
課

の
設

置
を

主
張
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西
暦
年
号

出
来
事

論
文
等

著
者
等

備
考

社
会
の
出
来
事

19
07

明
40

「
商

工
執

務
法

」
土

屋
長

吉
・

�「
事

務
監

査
」

の
章

で
「

欧
米

に
於

て
は

監
査

課
又

は
調

査
課

な
る

も
の

を
設

け
、

…
専

ら
調

査
及

び
監

督
事

務
を

行
わ

し
む

」
と

の
紹

介
あ

り

19
08

明
41

「
銀

行
監

督
法

」
高

木
次

郎
・

�「
取

締
役

等
執

行
機

関
の

監
督

」
「

監
督

検
査

役
等

内
部

機
関

の
監

督
」

の
節

あ
り

19
09

明
42

・
�三

井
銀

行
株

式
会

社
に

移
行

。
本

部
調

査
課

設
置

。
検

査
規

則
を

改
定

（
本

部
検

査
員

の
随

時
検

査
と

自
主

検
査

の
「

二
重

検
査

制
」

19
10

明
43

・
神

馬
新

七
郎

　
川

崎
造

船
入

社
（「

神
馬

新
七

郎
の

会
計

学
実

践
」

参
照

）
19

12
大

１
「

商
業

経
営

論
」

土
屋

長
吉

・「
内

部
の

監
査

事
務

」
19

14
大

３
・

第
一

次
世

界
大

戦
（

～
18

年
終

戦
）

19
15

大
４

・
貯

蓄
銀

行
条

例
改

正
・

三
井

銀
行

本
部

調
査

課
を

監
査

課
に

改
称

・
�神

馬
氏

／
川

崎
造

船
で

「
内

部
監

査
」

を
実

施

・
�｢貯

蓄
銀

行
条

例
｣

は
無

尽
業

と
の

混
乱

を
さ

け
る

た
め

貯
蓄

銀
行

業
務

の
範

囲
を

限
定

整
備

。
大

蔵
大

臣
の

監
督

権
限

強
化

・
�神

馬
氏

は
川

崎
造

船
社

員
の

横
領

事
件

を
き

っ
か

け
に

内
部

監
査

の
必

要
性

を
認

識
。（

自
分

な
り

に
内

部
監

査
を

始
め

た
）

・
�銀

行
検

査
の

た
め

、
初

め
て

専
任

大
蔵

事
務

官
２

人
設

置

19
16

大
5

・
｢銀

行
条

例
｣

改
正

・
｢銀

行
条

例
施

行
細

則
｣

改
正

・
三

菱
に

｢監
査

課
｣

設
置

「
銀

行
の

検
査

及
監

督
法

」
大

阪
銀

行
集

会
所

編
・（

「
銀

行
の

検
査

及
び

監
督

法
」）

　
�前

年
の

貯
蓄

銀
行

条
例

、
銀

行
条

例
、

銀
行

条
例

の
改

正
に

よ
り

普
通

銀
行

に
対

す
る

大
蔵

省
銀

行
検

査
の

制
度

化
　

�「
銀

行
の

検
査

及
監

督
」

に
関

す
る

懸
賞

当
選

論
文

集
・（

三
菱

｢監
査

課
｣）

　
�監

査
事

務
の

専
門

的
担

当
部

署
。

業
務

監
査

面
に

も
拡

大

19
20

大
9

・
�川

崎
造

船
に

｢調
査

部
｣

と
｢検

査
部

」
が

設
置

『
私

的
銀

行
検

査
法

』
磯

部
亥

助
・

�「
取

締
役

は
自

己
を

中
心

と
し

て
検

査
部

を
組

織
し

、
優

秀
行

員
を

選
抜

し
、

常
に

本
支

店
各

部
の

検
査

を
実

行
せ

し
め

、
私

的
検

査
の

効
果

を
挙

ぐ
る

に
努

力
せ

ざ
る

べ
か

ら
ず

。」

19
21

大
10

・
｢貯

蓄
銀

行
法

｣
・

�住
友

に
「

監
査

部
」

設
置

。
専

務
監

査
員

は
「

監
事

」
に

改
名

「
実

用
商

事
会

計
監

査
法

]
岡

田
誠

一

・
�｢貯

蓄
銀

行
法

｣
は

、
貯

蓄
銀

行
以

外
で

の
貯

蓄
銀

行
業

務
の

取
扱

を
禁

止
し

、
普

通
銀

行
と

は
別

個
の

機
関

と
し

た
　（

高
橋

千
明

論
文

に
拠

る
）

←
�会

計
監

査
の

体
系

書
。

内
部

監
査

の
意

義
に

つ
い

て
は

否
定

的
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論
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等

著
者
等

備
考

社
会
の
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19
22

大
11

・
信

託
業

法
「

最
近

銀
行

論
」

「
地

方
銀

行
の

自
衛

検
査

に
就

て
」

杉
程

次
郎

榎
並

赳
夫

・「
私

的
検

査
」

に
言

及
・

�「
自

衛
検

査
は

行
内

全
般

の
検

査
を

以
て

目
的

と
す

る
。」

19
23

大
12

・
�住

友
銀

行
検

査
部

を
常

勤
監

査
役

の
指

揮
下

に
配

置
・

�新
安

田
銀

行
発

足
�監

督
部

監
理

課
・

検
査

課
設

置

「
銀

行
検

査
制

度
の

改
善

」
藤

城
敬

二
・

�「
内

部
監

査
制

度
に

最
善

の
努

力
を

な
し

て
、

改
良

発
達

を
図

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

19
24

大
13

・
陸

軍
経

理
局

に
監

査
課

増
設

・
建

部
論

文
参

照
19

25
大

14
・

安
田

銀
行

�検
査

課
を

頭
取

直
属

化
19

26
昭

1
｢銀

行
の

検
査

部
｣（

大
15

）
藤

城
敬

二

19
27

昭
2

・
�住

友
の

「
監

査
部

」
廃

止
。

検
査

役
制

度
導

入
・

計
理

士
法

・
�検

査
役

は
「

会
計

監
査

」、
幹

事
は
「

経
営

監
査
・

業
務

の
妥

当
性

監
査

」（
高

橋
千

明
論

文
に

拠
る

）

・
昭

和
金

融
恐

慌

19
28

昭
3

・
�川

崎
造

船
に

「
監

査
課

」
が

設
置

・
�初

代
課

長
は

神
馬

氏
（

高
橋

千
明

論
文

参
照

）
　

�「
我

が
国

で
の

内
部

監
査

の
嚆

矢
（

こ
う

し
）

で
し

ょ
う

」　
（「

神
馬

新
七

郎
の

会
計

学
実

践
」）

19
30

昭
5

・
満

州
事

変
19

35
昭

10
・

神
馬

氏
渡

米
19

36
昭

11
「

銀
行

監
査

」
大

槻
為

八
・「

銀
行

の
内

部
監

査
」

の
節

あ
り

・
2.
26

事
件

19
37

昭
12

・
臨

時
資

金
調

整
法

「
銀

行
の

検
査

事
務

」
小

畑
美

雄
・

日
華

事
変

19
38

昭
13

・
�取

締
役

・
監

査
役

に
株

主
以

外
の

就
任

解
禁

・
国

家
総

動
員

法
施

行
・

軍
需

品
工

場
事

業
場

検
査

令

19
39

昭
14

「
物

品
会

計
監

査
」

神
馬

新
七

郎
・

�「
我

が
国

の
内

部
監

査
の

最
初

の
著

書
」（

「
神

馬
新

七
郎

の
会

計
学

実
践

」）

19
40

昭
15

・
陸

軍
軍

需
品

工
場

事
業

場
財

務
監

査
要

綱
・

会
社

経
理

統
制

令
「

経
営

監
査

の
実

務
」

西
野

嘉
一

郎

19
41

昭
16

・
内

部
監

査
人

協
会

設
立

（
米

）
・

�V
.B

ri
nk

、
R
.B

.M
iln

e、
J.
B
.T

hu
rs

to
nの

3名
が

設
立

委
員

・
真

珠
湾

攻
撃

（
太

平
洋

戦
争

開
戦

）

「
内

部
監

査
論

」
（

In
te

rn
al
�A

ud
it
in

g）
V
ic
to

r�
Z
.B

ri
nk

・
�（
内

部
監

査
）

研
究

の
パ

イ
ロ

ッ
ト

（
可

児
島

俊
雄

）
・

�内
部

監
査

を
体

系
的

に
扱

っ
た

大
著

（
春

日
部

光
紀

）
「

我
国

に
於

け
る

内
部

監
査

制
度

の
実

際
調

査
」

長
谷

川
安

兵
衛
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研究会報告

西
暦
年
号

出
来
事

論
文
等

著
者
等

備
考

社
会
の
出
来
事

19
42

昭
17

・
金

融
事

業
整

備
令

「
工

場
内

部
監

査
制

度
ノ

参
考

」
陸

軍
省

経
理

局
・

ミ
ッ

ド
ウ

エ
ー

海
戦

（
6月

）

「
ア

メ
リ

カ
の

内
部

会
計

監
査

制
度

」
青

木
茂

男

「
内

部
監

査
制

度
に

関
す

る
意

見
」

日
本

経
済

連
盟

会
（

内
部

監
査

小
委

員
会

）

19
43

昭
18

「
内

部
監

査
に

関
す

る
調

査
研

究
」

神
馬

新
七

郎
（

他
）

・
�日

本
学

術
振

興
会

（
第

16
特

別
委

員
会

）�
｢元

来
近

時
大

東
亜

戦
以

降
工

業
組

織
は

急
激

な
変

態
過

程
に

あ
り

、
主

流
が

軍
需

系
に

向
か

う
と

同
時

に
統

制
は

強
化

さ
る

る
に

対
処

し
、

複
雑

な
る

諸
法

規
の

合
法

性
吟

味
等

は
本

制
度

と
必

須
な

ら
し

め
ん

と
考

え
る

｣

・
山

本
五

十
六

戦
死

（
4月

）
・

学
徒

動
員

「
能

率
監

査
に

就
い

て
」

古
川

榮
一

19
44

昭
19

「
軍

需
品

工
場

の
会

計
監

督
制

度
」

古
川

榮
一

「
経

営
組

織
の

能
率

と
内

部
監

査
制

度
」

神
馬

新
七

郎
・

�「
日

本
に

お
け

る
内

部
監

査
と

題
さ

れ
た

著
書

の
最

初
の

も
の

」（
「

神
馬

新
七

郎
の

会
計

学
実

践
」）

・
ノ

ル
マ

ン
デ

ィ
ー

上
陸

（
6月

）
・

東
京

初
空

襲
（

11
月

）

19
45

昭
20

・
ポ

ツ
ダ

ム
宣

言
受

諾
19

46
昭

21
・

財
閥

解
体

（
4月

）

19
47

昭
22

・
�｢内

部
監

査
人

の
責

任
に

関
す

る
意

見
書

｣
（

II
A
）

・
�「
S
ta

te
m
en

t�
of

�R
es

po
ns

ib
ili

ty
�o

f�
In

te
rn

al
�

A
ud

it
or

」
�→

（
B
ri
nk

が
起

草
に

関
与

）
・

19
57

、
19

71
、

19
76

、
19

81
、

19
90

に
改

訂

・
独

占
禁

止
法

（
4月

）
・

過
度

経
済

力
集

中
排

除
法

（
12

月
）

19
48

昭
23

・
�証

券
取

引
法

「
改

正
法

」
19

3条
：

計
理

士
に

よ
る

監
査

証
明

・「
計

理
士

法
」

廃
止

・「
公

認
会

計
士

法
」

発
布

・
強

制
会

計
監

査
の

導
入

「
ア

メ
リ

カ
内

部
監

査
制

度
」

青
木

茂
男

19
49

昭
24

第
1回

公
認

会
計

士
試

験

19
50

昭
25

・「
監

査
基

準
・

監
査

実
施

準
則

（
基

準
）」

　（
企

業
会

計
基

準
審

議
会

）
・

監
査

役
の

権
限

縮
小

・
改

正
証

券
取

引
法

公
布

・
商

法
改

正

企
業

会
計

基
準

審
議

会
・

�強
制

財
務

諸
表

監
査

（
外

部
監

査
）

の
導

入
決

定
・

�財
務

諸
表

監
査

の
前

提
と

し
て

、
内

部
統

制
組

織
の

整
備

状
況

を
確

認
す

る
必

要
が

出
て

き
た

・
公

認
会

計
士

に
よ

る
監

査
証

明
制

度
の

導
入

・
株

式
会

社
へ

の
取

締
役

会
制

度
の

導
入

・
朝

鮮
戦

争

「
特

集
　

内
部

監
査

の
現

状
」

産
業

経
理
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研究会報告

西
暦
年
号

出
来
事

論
文
等

著
者
等

備
考

社
会
の
出
来
事

19
51

昭
26

・「
企

業
に

お
け

る
内

部
統

制
の

大
綱

」
 （

通
商

産
業

省
産

業
合

理
化

審
議

会
）

・
�「
財

務
書

類
の

監
査

証
明

に
関

す
る

規
則

」
44

6社
が

初
の

公
認

会
計

士
監

査
・

�「
会

計
制

度
監

査
準

則
」（

中
間

報
告

）（
会

計
監

査
基

準
懇

談
会

）

「
初

度
監

査
に

つ
い

て
-会

計
制

度
監

査
準

則
の

説
明

」
岩

田
巌

・
�公

認
会

計
士

に
よ

る
会

計
監

査
の

初
年

度
に

お
け

る
監

査
手

続
並

び
に

そ
の

範
囲

等
に

つ
い

て
そ

の
基

準
を

し
め

し
た

も
の

・
日

米
安

全
保

障
条

約
・

第
1回

N
H
K
紅

白
歌

合
戦

19
53

昭
28

・
�「
産

業
経

理
」

で
内

部
監

査
制

度
の

特
集

掲
載

「
内

部
統

制
の

実
施

に
関

す
る

手
続

要
領

」

「
内

部
監

査
研

究
会

」
趣

旨
書 「
内

部
監

査
の

生
成

の
問

題
」

通
商

産
業

省
産

業
合

理
化

審
議

会
管

理
部

会
財

務
管

理
分

科
会

企
業

経
営

協
会

特
別

事
業

部 久
保

田
音

二
郎

19
54

昭
29

「
内

部
監

査
制

度
に

関
す

る
質

問
調

査
の

結
果

報
告

」
「

現
代

内
部

監
査

」

企
業

経
営

協
会

古
川

榮
一

、
神

馬
新

七
郎

等

19
56

昭
31

・
�経

済
白

書
｢も

は
や

戦
後

で
は

な
い

｣

19
57

昭
32

・
日

本
内

部
監

査
人

協
会

　
設

立
　

「
内

部
監

査
」

久
保

田
音

二
郎

（
神

戸
大

）
・

�昭
32

年
は

「
日

本
内

部
監

査
人

協
会

」
で

発
足

し
、

翌
年

昭
33

年
に

「
日

本
内

部
監

査
協

会
」

に
名

称
変

更
 （「

内
部

監
査

」）
監

査
を

3類
型

に
分

類

19
58

昭
33

・
�「
日

本
内

部
監

査
人

協
会

」
は

「
日

本
内

部
監

査
協

会
」

に
名

称
変

更
・

米
国

証
券

取
引

法
・

�「
内

部
監

査
」

が
日

本
会

計
研

究
学

会
の

統
一

論
題

の
１

つ
と

な
る

「
座

談
会

－
内

部
監

査
制

度
の

課
題

」
産

業
経

理

19
59

昭
34

・
米

国
証

券
取

引
所

法
「

内
部

監
査

の
基

礎
概

念
」

ブ
リ

ン
ク

内
部

監
査

論
の

一
考

察
「

内
部

監
査

」

可
児

島
俊

雄

青
木

茂
男

・
19

41
年

　
B
ri
nk

「
内

部
監

査
論

」
参

照

19
60

昭
35

・
�｢内

部
監

査
基

準
｣

制
定

（
日

本
内

部
監

査
協

会
）

「
実

態
分

析
内

部
監

査
」

企
業

経
営

協
会

19
64

昭
39

「
内

部
監

査
」

久
保

田
音

二
郎

・
東

京
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
19

69
昭

44
｢大

蔵
省

10
0年

史
」

大
蔵

省
編

纂
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西
暦
年
号

出
来
事

論
文
等

著
者
等

備
考

社
会
の
出
来
事

19
71

昭
46

「
II
A
「

意
見

書
」

改
訂

②
」

II
A

・
�「
会

計
､

財
務

､
そ

の
他

の
諸

活
動

を
レ

ビ
ュ

ー
す

る
た

め
の

」
→

「
諸

業
務

を
レ

ビ
ュ

ー
す

る
た

め
の

」
に

修
正

19
72

昭
47

・
ウ

ォ
ー

タ
ゲ

ー
ト

事
件

19
74

昭
49

・
II
A
　

C
IA

試
験

開
始

・
現

代
内

部
監

査
久

保
田

音
二

郎
（

神
戸

大
）

19
76

昭
51

「
II
A
「

意
見

書
」

改
訂

③
」

II
A

19
77

昭
52

「
神

馬
新

七
郎

の
会

計
学

実
践

」
神

馬
駿

逸
　

夷
谷

広
政

・
�神

馬
氏

が
内

部
監

査
を

始
め

た
と

主
張

（
大

正
4年

の
項

参
照

）
・

�「
監

査
は

独
立

し
た

第
3者

」
が

行
う

べ
き

と
の

批
判

へ
の

反
論

・
�監

査
役

監
査

と
の

2重
監

査
に

な
る

と
の

批
判

へ
の

反
論

・
�検

査（
In

sp
ec

ti
on

）と
の

相
違（

「
業

務
効

率
性
・

能
率

性
」

の
萌

芽
）

・
�「
企

業
経

営
に

お
け

る
検

査
制

度
」「

内
部

監
査

制
度

」　
　

→
�日

本
で

最
初

の
内

部
監

査
と

銘
を

打
っ

た
論

文
（

?!
）

・
�ロ

ッ
キ

ー
ド

事
件

丸
紅

ル
ー

ト
初

公
判

（
1月

）

19
78

昭
53

「
内

部
監

査
の

専
門

職
的

実
施

の
基

準
」

「
S
ta

nd
ar

ds
�f
or

�t
he

�
P
ro

fe
ss

io
na

l�P
ra

ct
ic
e�

of
�I
nt

er
na

l�A
ud

it
in

g」

II
A

19
81

昭
56

・
大

会
社

監
査

役
の

複
数

、
常

勤
必

置
化

「
II
A
「

意
見

書
」

改
訂

④
」

「
内

部
監

査
の

責
任

に
関

す
る

意
見

書
」

（
S
ta

te
m
en

ts
�o

f�
R
es

po
ns

ib
ili

ti
es

�o
f�

In
te

rn
al
�A

ud
it
in

g）
　

II
A

・「
内

部
監

査
人

」
を

「
内

部
監

査
」

に
変

更

19
85

昭
60

・
�ト

レ
ッ

ド
ウ

ェ
イ

委
員

会
（

不
正

な
財

務
報

告
全

米
委

員
会

）
設

立

19
90

平
２

「
II
A
意

見
書

改
訂

④
」

「
ド

イ
ツ

内
部

監
査

論
」

II
A

津
田

秀
雄

・
�（
II
A
意

見
書

）「
本

質
」を

「
基

準
」と

「
意

見
書

」
の

「
目

的
と

範
囲

」
に

移
し

た

19
92

平
４

・
�C
O
S
O
が

「
内

部
統

制
の

統
合

的
枠

組
み

」
を

公
表

19
93

平
５

・
監

査
役

の
任

期
を

3年
に

延
長

19
98

平
10

｢内
部

監
査

制
度

に
関

す
る

歴
史

的
研

究
ー

川
崎

重
工

業
㈱

の
事

例
を

中
心

と
し

て
ー

｣

高
橋

千
明
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研究会報告

西
暦
年
号

出
来
事

論
文
等

著
者
等

備
考

社
会
の
出
来
事

20
00

平
12

・
金

融
庁

発
足

20
01

平
13

・
�監

査
役

の
任

期
を

4年
に

延
長

。
大

会
社

に
社

外
監

査
役

導
入

・
12

月
　

エ
ン

ロ
ン

破
綻

20
02

平
14

・
�サ

ー
ベ

イ
ン

ス
=オ

ク
ス

リ
ー

法
（

企
業

改
革

法
）

の
制

定
「

ア
カ

ウ
ン

タ
ビ

リ
テ

ィ
と

個
人

主
義

・
自

由
主

義
」

檜
田

信
男

・
7月

　
ワ

ー
ル

ド
コ

ム
破

綻

20
04

平
16

・
西

武
鉄

道
事

件
20

05
平

17
・

カ
ネ

ボ
ウ

事
件

20
06

平
18

・
会

社
法

施
行

・
金

融
商

品
取

引
法

成
立

・
ラ

イ
ブ

ド
ア

事
件

20
07

平
19

・
�財

務
報

告
に

係
る

内
部

統
制

の
評

価
及

び
監

査
の

基
準

並
び

に
財

務
報

告
に

係
る

内
部

統
制

の
評

価
及

び
監

査
に

関
す

る
実

施
基

準
の

設
定

に
つ

い
て

（
意

見
書

）

｢明
治

前
期

に
お

け
る

金
融

当
局

検
査

の
形

成
過

程
｣

｢明
治

中
期

に
お

け
る

金
融

当
局

検
査

の
考

察
」

大
江

清
一

大
江

清
一

20
08

平
20

｢明
治

後
期

の
銀

行
事

故
と

検
査

行
政

｣
大

江
清

一

20
09

平
21

｢内
部

監
査

の
専

門
職

的
実

施
の

国
際

基
準

｣
（「

In
te

rn
at

io
na

l�
S
ta

nd
ar

ds
�f
or

�t
he

�
P
ro

fe
ss

io
na

l�P
ra

ct
ic
e�

of
�I
nt

er
na

l�A
ud

it
in

g」
）

「
内

部
監

査
の

回
顧

と
展

望
（

１
）」

「
内

部
監

査
の

回
顧

と
展

望
（

２
）」

II
A

檜
田

信
男

檜
田

信
男

・
P
P
F
が

IP
P
F
へ

20
10

平
22

『「
企

業
に

お
け

る
内

部
統

制
の

大
綱

」
発

表
時

に
お

け
る

会
計

制
度

の
考

察
』

籏
本

智
之

20
11

平
23

・
�財

務
報

告
に

係
る

内
部

統
制

の
評

価
及

び
監

査
の

基
準

並
び

に
財

務
報

告
に

係
る

内
部

統
制

の
評

価
及

び
監

査
に

関
す

る
実

施
基

準
の

改
訂

に
つ

い
て

（
意

見
書

）

「
内

部
監

査
の

回
顧

と
展

望
（

３
）」

「
内

部
監

査
の

回
顧

と
展

望
（

４
）」

檜
田

信
男

檜
田

信
男

20
12

平
24

｢日
本

内
部

監
査

制
度

の
史

的
展

開
｣

「
日

本
に

お
け

る
証

券
取

引
法

監
査

制
度

の
生

成
と

内
部

統
制

」

津
田

秀
雄

金

20
13

平
25

・
C
O
S
O
改

訂


